
特別定額給付金のオンライン申請の開始について 

１ 趣旨 

  特別定額給付金（給付対象者一人１０万円）のオンライン申請について、受付を開始します。

２ 開始日 

令和２年５月３日（日曜日） 

３ 申請方法 

(1) オンライン申請の利用には、世帯主の方の電子証明書（注）を掲載したマイナンバーカード
が必要です。

 （注） 英数字６文字以上１６文字以下で設定した署名用電子証明書です。

      電子証明書を発行していない場合や有効期限が切れている場合は、５月中旬から下旬

に発送準備中の申請書による郵送での申請を利用ください。

      マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン又はマイナンバーカード

の読み取りに対応したＩＣカードリーダーを接続したパソコンが必要です。

(2) 検索エンジンで「マイナポータル ぴったりサービス」で検索し、ぴったりサービスのホー
ムページ内容により、入力します。

 ４ その他 

(1) マイナンバーカードの新規交付には、申請から交付まで１か月半程度かかりますので、これ
からマイナンバーカードの交付申請をする方は、郵送による申請の方が早く給付されると見

込まれます。 

(2)  郵送による申請書については、５月中旬から下旬にかけてお届けするための準備をしている
ところです。
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